
〔
要
旨
〕
明
治
五
年
〔1872
〕
十
一
月
九
日
に
、
明
治
新
政
府
は
太
陰
暦

を
廃
し
て
太
陽
暦
に
し
、
時
刻
制
度
を
昼
夜
等
時
の
二
十
四
時
間
制
に
改

め
る
こ
と
を
通
達
し
た
。
ヘ
ボ
ン
訳
の
四
つ
の
福
音
書
、
マ
ル
コ
伝
（
明

治
五
年
刊
）、
ヨ
ハ
ネ
伝
（
同
）、
マ
タ
イ
伝
（
明
治
六
年
刊
）、
ル
カ
伝

（
明
治
八
年
刊
）
に
は
、
そ
の
通
達
の
前
後
の
日
本
に
お
け
る
新
旧
の
時

刻
呼
称
の
変
化
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

〔
キ
イ
ワ
ー
ド
〕
ヘ
ボ
ン
訳
福
音
書
・
明
治
五
年
改
暦
・
時
刻
名

は
じ
め
に

安
政
六
年
（1859

）
に
来
日
し
た
ヘ
ボ
ン
（J.C

.H
epburn

1815-

1911

）
は
明
治
三
年
（1870

）
以
前
に
は
新
約
聖
書
の
四
つ
の
福
音
書

を
ヘ
ボ
ン
の
日
本
語
教
師
で
あ
っ
た
岡
野
昌
綱
の
援
助
に
よ
っ
て
和
訳
し

終
え
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
ら
の
訳
は
更
に
ブ
ラ
ウ
ン
（S.R

.B
row
n

）

の
援
助
を
も
得
て
訂
正
さ
れ
、
マ
ル
コ
と
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
が
明
治

五
年
（1872

）
の
秋
に
出
版
さ
れ
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
が
そ
の
翌
年

の
春
に
出
版
さ
れ
た（
１
）。
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
は
明
治
五
年
に
発
足
し

た
翻
訳
委
員
会
に
お
い
て
さ
ら
に
訂
正
さ
れ
て
、
明
治
八
年
（1875

）
に

出
版
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
マ
ル
コ
と
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
が
出
版
さ
れ
た
明
治
五

年
は
、
日
本
の
暦
法
と
時
刻
制
度
が
改
め
ら
れ
た
年
で
あ
る
。
同
年
十
一

月
九
日
付
『
太
政
官
日
誌
』
九
十
七
号
に
、
太
陰
暦
を
廃
し
て
太
陽
暦
と

し
、
昼
夜
で
長
さ
が
異
な
る
十
二
時
制
か
ら
一
日
を
二
十
四
に
等
分
す
る

二
十
四
時
制
に
替
え
る
通
達
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

一
、
今
般
太
陰
暦
ヲ
廃
シ
太
陽
暦
御
頒
行
相
成
候
ニ
付
来
ル
十
一
月

三
日
ヲ
以
テ
明
治
六
年
一
月
一
日
ト
被
定
候
事

但
新
暦
鏤
板

出
来
次
第
頒
布
候
事

ヘ
ボ
ン
訳
福
音
書
の
時
刻
名

吉
野

政
治

二
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一
、
一
箇
年
三
百
六
十
五
日
十
二
個
月
ニ
分
チ
四
年
毎
ニ
一
日
ノ
閏

ヲ
置
候
事

一
、
時
刻
ノ
儀
是
迄
昼
夜
長
短
ニ
随
ヒ
十
二
時
ニ
相
分
チ
候
処
今
後

改
テ
時
辰
儀
時
刻
昼
夜
平
分
二
十
四
時
ニ
定
メ
子
刻
ヨ
リ
午
刻

迄
ヲ
十
二
時
ニ
分
チ
午
前
幾
時
ト
称
シ
午
刻
ヨ
リ
子
刻
迄
ヲ
十

二
時
ニ
分
チ
午
後
幾
時
ト
称
候
事

一
、
時
鐘
ノ
儀
来
ル
一
月
一
日
ヨ
リ
右
時
刻
ニ
可
改
事

但
是
迄
時
辰
儀
時
刻
ヲ
何
字
ト
唱
来
候
処
以
後
何
時
ト
称
候

事

一
、
諸
祭
典
等
旧
暦
月
日
ヲ
新
暦
月
日
ニ
相
当
シ
施
行
可
致
事

こ
の
通
達
が
出
さ
れ
る
以
前
に
、
我
が
国
で
は
十
二
支
を
以
っ
て
す
る

時
刻
制
（
以
下
「
十
二
支
時
名
」
と
い
う
）、
四
つ
よ
り
九
つ
ま
で
の
数

を
以
っ
て
す
る
時
刻
制
（
以
下
「
六
つ
時
名
」
と
い
う
）
と
、
既
に
一
部

で
用
い
ら
れ
て
い
た
新
時
刻
名
と
が
混
在
し
て
い
た
。
石
井
研
堂
著
『
増

訂

明
治
事
物
起
原
』（
復
刻
版
、
日
本
評
論
社1993

年
刊
）
に
、

本
邦
従
来
時
刻
を
称
す
る
に
、
十
二
支
を
以
て
す
る
と
、
六
つ
五
つ

等
四
つ
よ
り
九
つ
迄
の
数
を
以
て
す
る
、
と
あ
り
。
外
交
開
け
て

後
、
外
人
に
関
係
あ
る
事
に
は
、
新
時
刻
を
称
し
た
れ
ば
、
一
時
代

の
公
文
書
中
に
も
三
様
四
様
の
呼
称
あ
り
、
最
も
混
乱
甚
し
か
り

し
。

と
あ
る
。

「
十
二
支
時
名
」
は
一
日
を
十
二
等
分
す
る
等
時
制
に
用
い
ら
れ
て
い

た
も
の
で
あ
り
、
各
区
分
に
子
、
丑
、
寅
、
卯
、
辰
、
巳
、
午
、
未
、

申
、
酉
、
戌
、
亥
の
十
二
支
名
を
順
に
当
て
た
も
の
で
あ
る
。「
十
二
支

名
」
と
「
新
時
刻
名
」
と
の
関
係
を
、
太
政
官
通
達
に
添
え
ら
れ
た
新
旧

対
照
表
で
は
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

午
前

零
時
即
午
後

十
二
時
子
刻

一
時

子
半
刻

二
時

丑
刻

三
時

丑
半
刻

四
時

寅
刻

五
時

寅
半
刻

六
時

卯
刻

七
時

卯
半
刻

八
時

辰
刻

九
時

辰
半
刻

十
時

巳
刻

十
一
時

巳
半
刻

十
二
時

午
刻

午
後

一
時

午
半
刻

二
時

未
刻

三
時

未
半
刻

四
時

申
刻

五
時

申
半
刻

六
時

酉
刻

七
時

酉
半
刻

八
時

戌
刻

九
時

戌
半
刻

十
時

亥
刻

十
一
時

戌
半
刻

十
二
時

子
刻

「
六
つ
時
名
」
は
、
平
安
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
延
喜
式
』
陰
陽
寮

「
諸
時
撃
鼓
」
の
規
程
の
中
に
、

子
午
各
九
下
。
丑
未
八
下
。
寅
申
七
下
。
卯
酉
六
下
。
辰
戌
五
下
。
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巳
亥
四
下
。
並
平
声
。
鐘
依
二

刻
数
一

。

と
あ
り
、
子
の
刻
と
午
の
刻
に
は
九
つ
、
未
の
刻
と
丑
の
刻
に
は
八
つ
な

ど
と
鐘
を
鳴
ら
し
た
こ
と
に
始
ま
り
、
そ
れ
が
時
刻
の
呼
称
と
な
っ
た
も

の
で
あ
る（
２
）。
昼
と
夜
と
の
「
六
つ
時
名
」
を
区
別
す
る
た
め
に
「
暁
」

「
明
け
」「
朝
」、「
昼
」「
夕
」「
暮
れ
」「
夜
」
の
語
が
次
の
よ
う
に
冠
さ

れ
る
。暁

九
つ

昼
九
つ

暁
八
つ

昼
八
つ

暁
七
つ

夕
七
つ

明
六
つ

暮
六
つ

朝
五
つ

夜
五
つ

朝
四
つ

夜
四
つ

こ
の
「
六
つ
時
名
」
と
「
新
時
刻
」
と
の
対
応
を
教
え
た
も
の
も
民
間

に
は
出
ま
わ
っ
た
。
例
え
ば
『
維
新

御
布
告
往
来

二
編
』（
明
治
六

年
八
月
刊
）
に
は
、

ひ
ま

ち
う
や

よ

じ

ふ
る

と
な
へ

こ
ヽ
の
つ

じ

あ
さ
ゆ
ふ

隙
な
き
昼
夜
二
十
四
時
。
古
き
称
の
九
時
を
十
二
時
と
し
て
朝
夕

む

つ

い
ま

ろ
く
じ
な
り

す
べ

じ
す
う

ち
や
う

ぢ
ゆ
う

と
き

の
。
六
時
は
今
で
も
六
時
也
。
総
て
時
数
の
遇
な
る
は
。
従
前
の
時

は
ん

す
な
は
ち
そ
の

は
ん

れ
い

い
ち
じ

は
ん
す
う

ふ
る
き

に
し
て
。
奇
は
即
其
の
半
な
る
。
例
せ
ば
一
時
の
半
数
は
。
旧

と
な
へ

こ
ヽ
の
つ
は
ん

じ

ち
や
う
す
う
こ
れ
や

つ

そ
の
ほ
か
お
し

し
る

称
の
九
時
半
。
二
時
の
重
数
是
八
時
な
り
。
其
他
推
て
知
る
べ
き

の
み耳
。

と
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
明
治
期
の
我
が
国
の
時
刻
制
度
の
変
化
が
ヘ
ボ

ン
の
福
音
書
の
日
本
語
訳
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
を
見

る
。

１

原
典
・
英
訳
・
漢
訳
の
時
刻
表
示

新
約
聖
書
の
原
典
で
用
い
ら
れ
て
い
る
古
代
ロ
ー
マ
の
時
刻
制
度
は
次

の
と
お
り
で
あ
る（
３
）。

昼
間
は
日
の
出
か
ら
日
没
ま
で
を
十
二
等
分
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
季

節
に
よ
り
昼
間
の
長
短
が
あ
り
、
一
時
間
の
長
さ
も
異
な
る
。

第
一
時

（
午
前
七
時
頃
）

第
二
時

（
午
前
八
時
頃
）

第
三
時

（
午
前
九
時
頃
）

第
四
時

（
午
前
十
時
頃
）

第
五
時

（
午
前
十
一
時
頃
）

第
六
時

（
午
前
十
二
時
頃
）

第
七
時

（
午
後
一
時
頃
）
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第
八
時

（
午
後
二
時
頃
）

第
九
時

（
午
後
三
時
頃
）

第
十
時

（
午
後
四
時
頃
）

第
十
一
時

（
午
後
五
時
頃
）

第
十
二
時

（
午
後
六
時
頃
）

夜
間
も
ま
た
日
没
か
ら
日
の
出
ま
で
を
十
二
等
分
し
た
時
間
も
用
い
ら

れ
た
が
、
日
没
か
ら
日
の
出
ま
で
を
四
刻
に
分
け
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。

夕
方

（
日
没
〜
午
後
十
時
頃
）

夜
中

（
午
後
十
時
〜
午
前
一
時
頃
）

鶏
の
鳴
く
こ
ろ
（
午
前
一
時
〜
午
前
四
時
頃
）

明
け
方

（
午
前
四
時
〜
日
の
出
頃
）

こ
の
「
四
刻
法
」
は
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
の
第
十
三
章
三
十
五
節
に

見
ら
れ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
語
原
典
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
平
野
保
監
修
川

端
由
喜
男
編
訳
『
日
本
語
対
訳

ギ
リ
シ
ャ
語
新
約
聖
書
』
教
文
館

1991

刊
に
よ
る
。
印
刷
の
便
宜
に
よ
り
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
原
文
は
省
き
、

一
語
ご
と
に
対
訳
さ
れ
た
日
本
語
を
掲
げ
る
）。

②
あ
な
た
方
は
目
を
さ
ま
し
て
お
れ

①
そ
れ
ゆ
え
に

⑯
あ
な
た

方
は
知
ら
な
い
か
ら

③
な
ぜ
な
ら

⑭
い
つ

⑤
主
人
が

④
そ

の
家
の

⑮
来
る
の
か

⑥
あ
る
い
は

⑦
夕
方
か

⑧
あ
る
い
は

⑨
夜
半
か

⑩
あ
る
い
は

⑪
鶏
鳴
か

⑫
あ
る
い
は

⑬
夜
明
け

か
た
だ
、
こ
の
「
四
刻
法
」
は
、
普
遍
的
な
自
然
区
分
で
あ
り
、
ど
の
国

の
翻
訳
者
た
ち
に
お
い
て
も
ロ
ー
マ
時
代
の
時
刻
法
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ

て
い
る
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
ヘ
ボ
ン
が
主
に
参
考
に
し
た
の
は
ジ
ェ
ー
ム
ス
王
欽
定
英
訳

（The
A
uthorized

V
ersion

1611

）
と
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ンB

ridgm
an

・
カ

ル
バ
ー
ト
ソ
ンC

ulbertson

に
よ
る
漢
訳
（『
新
約
聖
書
』1859

）
で
あ

っ
た
よ
う
だ
が
、
福
音
書
に
見
ら
れ
る
時
刻
は
欽
定
英
訳
で
は
次
の
と
お

り
で
あ
り
、
す
べ
て
原
典
の
時
刻
法
が
直
訳
さ
れ
て
い
る
。

【
昼
の
時
刻
】

○For
the

kingdom
e
of
heuen

is
like

vnto
a
m
an
that

is
a
housh-

older,
w
hich

w
ent

out
early

in
the

m
ornig

to
hire

labourers

into
his
vineyard.A

nd
w
hen

hee
had

agreed
w
ith
the

labourers

for
a
peny

a
day,he

sentthem
into

his
vineyard.A

nd
he
w
ent

out
about

the
third

houre,
and

saw
others

standing
idle

in
the

m
arket

place.A
nd
said

vnto
them

;
G
o
ye
also

into
the

vine-

yard,
&
w
hatsoeuer

is
right,

I
w
ill
giue

you.
A
nd
they

w
ent

thir
w
ay.A

gaine
he
w
ent

out
about

the
sixth

and
ninth

houre,

二
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and
did

likew
ise.

A
nd
about

the
eleunth

houre,
he
w
ent

out,

and
found

others
standing

idle,
and

saith
unto

them
,
W
hy

stand
ye
here

allthe
day

idle
?
.......A

nd
w
hen

they
cam

e

that
w
ere

hired
about

the
eleuenth

houre,
they

recieved
euery

m
an
a
pennie.

（
マ
タ
イ
・
第
二
十
章
一
〜
九
節
）

○N
ow

from
the

sixth
houre

there
w
as
darkness

ouer
all
the

land

vnto
the

ninth
houre.

A
nd
about

the
ninth

houre,
Iesus

cried

w
ith
a
loud

voyce,
saying,

Eli,
Eli,

Lam
a
sabachthani,

that
is

to
say,M

y
G
od,m

y
G
od,w

hy
hastthou

forsaken
m
ee?

（
同
右
・
第
二
十
七
章
四
十
五
、
六
節
）

○A
nd
it
w
as
the

third
houre,

and
they

crucified
him
.
.
.
.
.
.
.

A
nd
w
hen

the
sixth

houre
w
as
com

e,
there

w
as
darkness

ouer

the
w
hole

land,vntill
the

ninth
houre.A

nd
at
the

ninth
houre,

Iesus
cryed

w
ith
a
loude

voice,......

（
マ
ル
コ
・
第
十
五
章
二
十
五
〜
三
十
四
節
）

○A
nd
it
w
as
about

the
sixth

houre,
and

there
w
as
a
darknesse

ouer
allthe

earth,vntillthe
ninth

houre.

（
ル
カ
・
第
二
十
三
章
四
十
四
節
）

○H
e
saith

vnto
them

,
C
om
e,
and

see.
They

cam
e
and

saw
.

w
here

he
dw
elt,and

abode
w
ith
him

that
day

::
it
w
as
about

the
tenth

houre.

（
ヨ
ハ
ネ
・
第
一
章
三
十
九
〜
四
十
節
）

○N
ow

Iacobs
W
ell
w
as
there.

Iesus
therefore

being
w
earied

w
ith
his
journey,sate

thus
on
the

W
ell:

and
it
w
as
about

the

sixth
houre.......Then

inquired
hee

of
them

the
hour

w
hen

he
began

to
am
end

:
and

they
said

vnto
him
,Y
esterday

at
the

seventh
houer

the
feuer

lefthim
.

（
同
右
・
第
四
章
六
節
〜
五
十
二
節
）

○A
nd
itw

as
the
preparation

of
the

Passouer,and
aboutthe

sixth

houre
:
and

e
saith

vnto
the
Iew
es,B

eholde
your

K
ing.

（
同
右
・
第
十
九
章
十
四
節
）

次
の
例
は
「
昼
間
に
は
十
二
の
時
が
あ
る
で
は
な
い
か
」
と
い
う
会
話

の
例
で
あ
る
。

○Iesus
answ

ered,A
re
there

nottw
elue

hours
inthe

day
?
If
any

m
an
w
alke

in
the

day,
he
stum

bleth
not,

because
he
seeth

the

lightof
this

w
orld.

（
ヨ
ハ
ネ
・
第
十
一
章
九
節
）

【
夜
の
時
刻
】

○W
atch

ye
therefore

:(for
ye
know

e
notw

hen
the

m
aster

of
the

house
com

eth
at
Euen,or

at
m
idnight,or

at
the

cock
crow

ing,

二
九



or
in
the
m
orning

:

（
マ
ル
コ
・
第
十
三
章
三
十
五
節
）

○A
nd
the

Lord
turned,

and
looked

vpon
Peter;

and
Peter

re-

m
em
bred

the
w
ord

of
the
Lord,how

he
had

said
vnto

him
,B
e-

fore
the
cocke

crow
,thou

shaltdeny
m
e
thrise.

（
ル
カ
・
第
二
十
二
章
六
十
一
節
）

右
の
二
例
は
夜
を
四
刻
に
分
け
る
も
の
で
あ
り
、
次
の
三
例
は
十
二
の

時
に
分
け
る
例
で
あ
る（
４
）。

○A
nd
in
the

fouth
w
atch

of
the

night,
Iesus

w
ent

vnto
them

,

w
alking

on
the
Sea.

（
マ
タ
イ
・
第
十
四
章
二
十
五
節
）

○A
nd
he
saw

them
toilng

in
row
ing

(for
the

w
ind

w
as
contary

vnto
them

:)
and

about
the

fourth
w
atch

of
the

night,he
com

-

m
eth
vnto

them
,w
alking

vpon
the
Sea,and

w
ould

haue
passed

by
them

.

（
マ
ル
コ
・
第
六
章
四
十
八
節
）

○A
nd
if
he
shallcom

e
in
the
second

w
atch,or

com
e
in
the

third

w
atch,and

find
them

so,blessed
are
those

seruants.

（
ル
カ
・
第
十
二
章
三
十
八
節
）

一
方
、
漢
訳
聖
書
で
用
い
ら
れ
て
い
る
時
刻
は
、【
昼
の
時
刻
】
に
は

「
十
二
支
名
」
が
用
い
ら
れ
、【
夜
の
時
刻
】
に
は
「
更
点
時
刻
法
」
が
流

用
さ
れ
て
い
る
。
流
用
と
い
う
の
は
、
本
来
「
更
点
時
刻
法
」
は
一
更
か

ら
五
更
ま
で
夜
を
五
分
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
新
約
聖
書
で
は
四
分
し
て

一
更
、
二
更
、
三
更
、
四
更
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
夜
の
時
刻
に
は
ギ
リ
シ
ャ
語
原
典
あ
る
い
は
英
訳
の
「
四
刻
法
」

の
直
訳
も
見
ら
れ
る
。

【
昼
の
時
刻
】

○
夫
天
国
猶
三

家
主
朝
出
レ

工
入
二

葡
萄
園
一

。
与
レ

工
約
、
一
日
金
一

銭
遣
三

之
入
二

葡
萄
園
一

。
辰
尽
又

出
見
下

別
有
中

間
二

立
於
市
一

者
上

。（
中
略
）
日
中
及
未
終
復
出
、
行
亦
如
レ

之
。
約
申
尽
、
又
出

見
三

別
有
二

間
立
者
一

（
中
略
）
二

於
申
尽
一

者
、
至
各
受
二

金

一
銭
一

、

（
マ
タ
イ
・
第
二
十
章
一
〜
九
節
）

○
自
二

午
正
一

至
二

未
終
一

。
遍
地
皆
暗
、
約
未
終
、
耶
蘇
大
声
呼
曰
、

（
同
右
・
第
二
十
七
章
四
十
五
、
六
節
）

○
時
已
辰
盡
、
釘
二

之
十
字
架
一

。
其
罪
標
之
上
、
書
曰
、
猶
太
人
之

王
。（
中
略
）
自
二

日
中
一

至
二

未

終
一

、

地
皆
暗

當
二

未
終
時
一

耶
蘇
大
聲
呼
曰
、

（
マ
ル
コ
・
第
十
五
章
二
十
五
〜
三
十
四
節
）

○
時
約
午
正

地
皆
暗
、
以
至
二

未
終
一

。
（
ル
カ
・
第
二
十
三
章
四
十
四
節
）

○
曰
、
爾
来
観
、
彼
遂
来
観
二

其
所
一レ

居
。
是
日
偕
レ

之
居
焉
。
蓋
其
時

三
〇



約
申
正
矣
。

（
ヨ
ハ
ネ
・
第
一
章
三
十
九
〜
四
十
節
）

○
在
レ

彼
有
二

雅
各
井
一

。
耶
蘇
以
二

行
レ

途
疲
倦
一

、
故
坐
二

於
井
上
一

。

時
約
日
中
。

（
同
右
・
第
四
章
六
節
）

○
問
二

其
何
時
始
愈
一

。
答
曰
疇
昔
未
時
熱
離
レ

之
。

（
同
右
・
第
四
章
五
十
二
節
）

○
当
時
為
二

踰
越
節
之
備
日
一

、
時
約
日
中
。
彼
拉
多
謂
二

猶
太
人
一

曰
、

試
観
二

爾
王
一

。

（
同
右
・
第
十
九
章
十
四
節
）

次
の
例
は
「
昼
間
に
は
十
二
の
時
が
あ
る
で
は
な
い
か
」
と
言
っ
て
い

る
例
で
あ
る
が
、
原
典
の
直
訳
で
あ
ろ
う
。

○
耶
蘇
答
レ

之
曰
、
一
日
非
二

十
二
時
一

乎
。
人
若
行
二

於
日
間
一

、
則

不
レ

躓
、
因
レ

見
二

世
之
光
一

也
。

（
ヨ
ハ
ネ
・
第
十
一
章
九
節
）

【
夜
の
時
刻
】

次
の
三
例
は
「
更
点
時
刻
法
」
が
流
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

○
四
更
時
、
耶
蘇
履
レ

海
就
レ

之
。
（
マ
タ
イ
・
第
十
四
章
二
十
五
節
）

○
見
二

門
徒
鼓
レ

櫂
甚
苦
一

、
風
逆
故
也
。
夜
約
四
更
、
耶
蘇
履
レ

海
就
レ

之
。
若
二

欲
レ

過
レ

之
者
一

然
。

（
マ
ル
コ
・
第
六
章
四
十
八
節
）

○
或
二
更
至
、
或
三
更
至
、
見
二

僕
若
一レ

是
、
僕
福
矣
。

（
ル
カ
・
第
十
二
章
三
十
八
節
）

次
の
二
例
は
原
典
の
「
四
刻
法
」
が
直
訳
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

○
爾
故
宜
二

醒
一

以
レ

不
レ

知
三

家
主
至
二

於
何
時
一

、
或
昏
暮
、
或
夜

半
、
或
鶏
鳴
、
或
平
旦
。

（
マ
ル
コ
・
第
十
三
章
三
十
五
節
）

○
主
回
二

顧
彼
得
一

、
彼
得
遂
憶
二

主
語
レ

之
之
言
一

、
云
鶏
鳴
之
先
、
爾

将
二

三
言
一レ

不
レ

識
レ

我
、

（
ル
カ
・
第
二
十
二
章
六
十
一
節
）

２

ヘ
ボ
ン
以
前
の
和
訳
聖
書
に
お
け
る
時
刻
名

ヘ
ボ
ン
訳
福
音
書
に
使
用
さ
れ
て
い
る
時
刻
名
を
調
査
す
る
前
に
、
ヘ

ボ
ン
訳
福
音
書
以
前
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
日
本
語
訳
に
用
い
ら
れ
て
い
る

時
刻
名
を
見
て
お
こ
う
。

ギ
ュ
ッ
ラ
フ
（K

.F.A
.G
tzlaff

・
中
国
名
善
徳
纂
）
の
『
約
翰
福
音

之
伝
』（
一
八
三
七
年
刊
）
に
は
「
六
つ
時
名
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る

（
た
だ
し
、
そ
の
時
刻
の
同
定
は
誤
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
）。

ヒ
ト
ワ
ユ
フ
タ

ミ
ニ
イ
ケ

ア
ノ
ヒ
ト
タ
チ

ヒ
ト
ヲ

ド
コ
ニ

オ
ル
ノ
ヲ

ミ
ニ
イ
ー
タ
。
ソ
ノ
ヒ

ア
ノ
ヒ
ト
タ
チ

ヒ
ト
ワ
ト

モ
ニ
ヲ
ル
、
ヨ
ツ
ド
キ
ヲ
マ
チ
ル
。

（
第
一
章
四
十
節
）

ソ
コ
ニ
ヤ
コ
プ
ノ
ヰ
ド
ワ
、
ヱ
ズ
ヽ
ク
ム
ツ
ド
キ
タ
ビ
ヲ

シ
テ
カ

ラ
ツ
カ
レ
テ
、
ヰ
ド
ヱ
コ
シ
カ
ケ
ル
。

（
第
四
章
六
節
）

ア
ノ
ヒ
ト
ナ
ン
ド
キ
ニ

ナ
ヲ
タ
ト
ト
ヲ
タ
。
シ
モ
ヲ
ト
コ
ド
モ
ユ

三
一



フ
タ
、
サ
ク
ジ
ツ
、
ヨ
ツ
ド
キ

ニ
ネ
ツ
ヒ
ヤ
ウ

ナ
ヲ
ー
タ
。

（
第
四
章
五
十
二
節
）

ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
（B

.J.B
ettelheim

・
伯
徳
令
）
の
訳
で
は
「
十
二

支
時
名
」
と
「
更
点
時
刻
法
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

一
八
五
五
年
刊
『
路
加
傳
福
音
傳
』（
漢
和
対
訳
）

○
或
二
更
至
、
或
三
更
至
、
見
僕
如
是
、
其
僕
福
矣
。

カ
ウ

サ
ン
カ
ウ

マ
マ

ア
ル
イ
ハ

二
更

キ
タ
リ
、
ア
ル
イ
ハ

三
更

キ
タ
サ
テ

マ
マ

シ
モ
ヲ
ト
コ
ヲ

カ
コ
ノ

ゴ
ト
ク

ス
ル
コ
ト
ヲ

ミ
レ
バ

ソ
ノ
シ
モ
ヲ
ト
コ

サ
イ
ワ
イ

ナ
ル
カ
ナ
。

（
第
十
二
章
三
十
八
節
）

○
自
日
中
至
未
終
、

地
幽
暗
。

マ
マ

マ
ツ
ヒ
ル

ヨ
リ

ヒ
ツ
ジ
ニ

ヲ
ワ
リ
ニ
イ
タ
ル

マ
デ

ア

マ
ネ
ク

ク
ニ

カ
ス
カ
ニ
シ
テ
、
（
第
二
十
三
章
四
十
四
節
）

次
の
例
に
つ
い
て
は
原
典
の
「
四
刻
法
」
の
直
訳
と
考
え
ら
れ
る
が
、

時
刻
制
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ

た
と
お
り
で
あ
る
。

○
主
顧
彼
得
、
彼
得
憶
主
言
、
鶏
鳴
之
先
、
将
三
不
識
我
。

ヌ
シ

身
ヲ

カ
ヘ
シ
テ

ペ
テ
ロ
ヲ

カ
ヘ
リ

ミ
ル

ペ
テ

ロ

ス
ナ
ワ
チ

ヌ
シ
ノ

カ
レ
ニ

イ
ツ
テ
、
ト
リ

イ
マ
ダ

ナ
カ
ザ
ル
ノ

サ
キ

ナ
ン
ヂ

ミ

タ
ビ

ワ
レ
ワ

シ
ラ
ズ

ト
イ
ハ
ン
ト
ス

（
第
二
十
二
章
六
十
一
節
）

一
八
七
三
年
刊
『
路
加
傳
福
音
傳
』

○
あ
る
ひ
は

二
か
う

き
た
り

あ
る
ひ
は

三
か
う

き
た
り
て

し
も
お
と
こ
を

か
く
の
ご
と
く

す
る

こ
と
を

み
れ
ば

そ

の

し
も
を
と
こ

さ
い
は
ひ

な
る
か
な
。（

第
十
二
章
三
十
八
節
）

○
ま
ひ
る

よ
り

ひ
つ
じ

の

を
は
る

ま
で

あ
ま
ね
く

く

に

か
す
か
に

し
て

（
第
二
十
三
章
四
十
四
節
）

次
の
例
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

○
ぬ
し

身

を

か
へ
し
て

ぺ
て
ろ
を
か
へ
り
み
る
。

ぺ
て
ろ

す
な
は
ち

ぬ
し

の

か
れ

に

い
ひ
て

に
は

と
り

い

ま
だ

な
か
ざ
る
の
さ
き

な
ん
ぢ

三

た
び

わ
れ
を

し
ら

ず
と

い
は
ん
と
す

と

の

こ
と
ば
を

お
も
ひ

い
だ
し

て
。

（
第
二
十
二
章
六
十
一
節
）

一
八
七
三
年
刊
『
約
翰
傳
福
音
傳
』

○
い
ひ
給
は
く

な
ん
ぢ
よ

き
た
り
て
見
よ
。
つ
ひ
に
き
た
り
て
そ

の
す
む
と
こ
ろ
を
見
る
。
と
き
す
で
に
さ
る
な
り
け
れ
ば
、
か
の
日

と
も
に
す
む
。

（
第
一
章
四
十
節
）

三
二



○
こ
ゝ
に
や
こ
べ
の
ゐ
が
わ
あ
り
あ
り
。
ゑ
そ
た
び
ゆ
き
に
つ
か
れ
る

に
よ
つ
て
ゐ
が
わ
に
ざ
す
。
と
き
た
い
が
い
ま
つ
ひ
る（

第
四
章
六
節
）

＊
「
と
き
た
い
が
い
ま
つ
ひ
る
」
は
「
時
、
大
概
真
昼
」
の
意
で

あ
ろ
う
か
。

○
と
ふ

な
ん
の
と
き
に
な
ほ
り
は
じ
ま
り
た
る
や
。
い
は
く

き
の

ふ

ひ
つ
じ
の
と
き
ね
つ
び
や
う

し
り
ぞ
き
た
り
。

（
第
四
章
五
十
二
節
）

ゴ
ー
ブ
ル
（J.G

oble

）
の
『
摩
太
福
音
書
』（
明
治
四
年
〔1871

〕

刊
）
は
、
ギ
ュ
ッ
ラ
フ
と
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
訳
は
、
外
国
で
訳
さ
れ
、

外
国
で
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ヘ
ボ
ン
と
同
じ
く
日
本

で
訳
さ
れ
、
日
本
で
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
用
い
ら
れ
て
い
る
の

は
、
ギ
ュ
ッ
ラ
フ
と
同
じ
く
「
六
つ
時
名
」
で
あ
る
。

○
よ
の

な
ゝ
つ
ご
ろ
に

う
み
の
う
へ
を

あ
る
い
て

イ
エ
ス
ウ

が

か
れ
ら
に

ゆ
き

た
ま
ふ
た

（
第
十
四
章
二
十
五
節
）

○
け
だ
し

て
ん
の
ご
せ
い
じ
は

そ
の

ぶ
だ
う
ば
た
け
に

ひ
や

う
を

や
と
ふ
に

は
や
く

ゆ
い
た

い
へ
ぬ
し
の

ご
と
し

か
つ

い
ち

に
ち
に

し
ち

ひ
や
く

ご
じ
う

や
と
い
び
と

た
ち

を

き
め
て

そ
の
ぶ
だ
う
ば
た
け
に

か
れ
ら
を

つ
か

わ
し
た

ま
た

い
つ
ゝ
は
ん
に

い
で

ゆ
き
て

い
ち
に

あ

そ
ん
で

い
る

ほ
か
の

ひ
と
�
�
を

み
た

か
つ
か
れ
ら
に

い
わ
く

あ
な
た
も

ま
た

ぶ
た
う
ば
た
け
ゑ

ゆ
け
よ

ま
た

な
に

で
も

よ
ろ
し
い

ほ
ど

わ
れ

あ
な
た
に

あ
た
へ
る

で

あ
ら
ふ

そ
う
し
て

か
れ
ら
は

ゆ
い
た

ま
た

こ
ゝ
の

つ
と

や
つ

は
ん
の

と
き
に

い
で

ゆ
き
て

お
な
じ

こ

と

を

し
た

す
な
は
ち

な
ゝ
つ

は
ん
の

と
き
に

ゆ
き

て

ほ
か
の

た
つ
て

お
る

も
の
は

み
つ
け

か
れ
ら
に

い
ふ
（
中
略
）
か
つ

ひ
く
れ
に

な
つ
た

と
き
に

ぶ
だ
う

ば
た
け
の

あ
る
じ

そ
の

ば
ん
と
う
に

い
ふ

は
た
ら
け

手
を

よ
び

あ
と
の

も
の

よ
り

は
じ
め
の

ひ
と

ま
で

や
と
い

ち
ん
を

は
ら
ゑ
よ

か
つ

な
ゝ
つ

は
ん
に

き
た

も
の

ま
い
つ
て

お
の

お
の
ゝ

ひ
と

し
ち

ひ
や
く

ご

じ
う

う
け

と
り
ま
し
た

（
第
二
十
章
一
〜
九
節
）

○
さ
て

こ
ゝ
の
つ
の

と
き

よ
り

や
つ

は
ん

ま
で

く
に

ぢ
う
が

く
ら
く

な
つ
た

そ
う
し
て

や
つ

は
ん

ご
ろ
に

イ
エ
ス
ウ
が

お
ゝ
き
な

こ
ゑ
に

さ
け
ん
で

い
わ
く

ヘ
リ

ヘ
リ

レ
マ

サ
バ
キ
タ
ニ

と
き
あ
か
し
て

い
へ
ば

わ
が

か
ミ

か
ミ

神

わ
が

神

な
ぜ

あ
な
た
が

わ
れ
を

す
て
た
か

三
三



（
第
二
十
七
章
四
十
五
〜
四
十
六
節
）

し

ん

や

く

ぜ

ん

し

ょ

ネ
ー
サ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
（N

.B
row
n

）
の
『
志
無
也
久
世
無
志
与
』

（
明
治
十
三
年
〔1879

〕）
も
ま
た
日
本
国
内
で
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
本
文
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
時
刻
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用

例
の
傍
ら
に
ロ
ー
マ
字
書
き
さ
れ
て
い
る
も
の
に
も
本
文
と
は
異
な
る
時

刻
名
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
特
に
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
の
例

は
原
典
の
時
刻
を
ロ
ー
マ
字
で
傍
書
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
が
、
本

文
に
よ
っ
て
整
理
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
六
つ
時
名
」

○
よ
の
な
な
つ
ご
ろ
に

ゑ
す

み
づ
う
み
を

あ
る
き

か
れ
ら
に

き
た
り
し
が

（
マ
タ
イ
・
第
十
四
章
二
十
五
節
）

○
か
れ

ま
た aruiw

a,kuji

い
つ
ゝ
は
ん

ど
き

ご
ろ

い
で
ゝ

い
ち
ば
に

ひ
ま
に
て

た
ち
た
る

も

の
を

み
て
（
中
略
）
ま
た

jiunijigoroto

こ
ゝ
の
つ

sanjo
goro

ご
ろ
と

や
つ
は
ん

ご
ろ

い
で
ゝ

お
な
じ
く
な

せ
り
、 gojo

goro

な
ゝ
つ
は
ん

ご
ろ

ま
た

い
で
ゝ
（
中
略
）
な
ゝ
つ

は
ん

ご
ろ

よ
り
を
る

も
の
ど
も

き
た
り
て

（
マ
タ
イ
・
第
二
十
章
三
〜
九
節
）

○
か
ぜ

さ
か
ら
ふ

ゆ
ゑ
に

で
し
ど
も
が

ふ
ね
を

こ
ぐ
に

な
や
み
た
る
を

み
て

あ
け

な
な
つ
ご
ろ
に

み
づ
う
み
を

あ
る
き

き
た
り
て

か
れ
ら
を

と
ほ
り

す
ぎ
ん
と

せ
り
。

（
マ
ル
コ
・
第
六
章
四
十
八
節
）

「
更
点
時
刻
名
」

○
も
し
二
更nikou

に
か
う

あ
る
ひ
は
三
更さん

か
う

に

き
た
り
て

か
く

の

ご
と
く

そ
の

ま
ち
を
る
を

み
ば

こ
の

し
も
べ
は

さ
い
は
ひ

な
り
。

（
ル
カ
・
第
十
二
章
三
十
八
節
）

「
十
二
支
時
名
」

○ H
iru
jiunijitorisanjim

ade

む
ま
の

こ
く

よ
り

ひ
つ
じ
の

こ
く

は
ん

ま
で

そ
の

く
に
ぢ
う

く
ら
く

な
れ
り
。
ひ
つ
じ
の

こ
く

は
ん

ご
ろ

ゑ
す

お
ほ
ご
ゑ
に

さ
け
ん
で
、

（
マ
タ
イ
・
第
二
十
七
章
四
十
五
、
六
節
）

○
た
つ
の

こ
く

は
ん
に

か
れ
を

は
り
つ
け
た
り
。

（
マ
ル
コ
・
第
十
五
章
二
十
五
節
）

○ M
m
ano

koku

む
ま
の

こ
く

す
ぎ

よ
り

ひ
つ
じ
の

こ
く
は
ん
ま
で

そ

の

く
に
ぢ
う

く
ら
く

な
れ
り
。
ひ
つ
じ
の
こ
く

は
ん
に

ゑ
す

お
ほ
ご
ゑ
に

さ
け
ん
で

（
マ
ル
コ
・
第
十
五
章
三
十
三
〜
三
十
四
節
）

○
と
き
は

お
よ
そ

jiunijigoro

む
ま
の

こ
く

な
り
し
が

sanjiniitaru

ひ
つ
じ
の

こ

く
は
ん
に

い
た
る
ま
で

く
に
ぢ
う

く
ら
く

な
り
、

三
四



（
ル
カ
・
第
二
十
三
章
四
十
四
節
）

「
新
時
刻
名
」

○
と
き
は

G
enponni,jiudoki

ひ
る
の

よ
じ

ご
ろ

な
り
き
。

（
ヨ
ハ
ネ
・
第
一
章
三
十
九
節
）

○
か
し
こ
に

や
ぶ
の

い
ど
あ
り
。
ゑ
す

た
び
の
つ
か
れ
に
て

い
ど
の

か
た
は
し
に

ざ
せ
り
。
と
き
は

ひ
る

G
enm

ponw
a,

ろ
く
じ

dairokudoki

こ
ろ

な
り
き
。

（
同
右
・
第
四
章
六
節
）

○
き
に
ん

か
れ
ら
に

そ
の

い
え

そ
め
し

と
き
を

た
づ
ね

し
か
ば

き
の
ふ

G
rikiano

genponni,nanatsu
doki

し
ち

ぢ
に

ね
つ

さ
め
た
り
と

い
へ

り
。

（
同
右
・
第
四
章
五
十
二
節
）

○
と
き
は

す
ぎ
こ
し
の

そ
な
へ
び
に
し
て

1,2,3,9,i,ii,
お
よ
そ

rokudoki;

ろ
く
じ

7,8,10,s

な
り
き
。

（
同
右
・
第
十
九
章
十
四
節
）

次
の
例
は
原
典
の
「
四
刻
法
」
の
直
訳
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
で

は
な
い
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

○
ゆ
ゑ
に

き
を

つ
け
よ

な
ん
ぢ
ら

い
へ
の

あ
る
じ
の

か

へ
る

と
き
は

ゆ
う
べ

あ
る
ひ
は yonaka

よ
な
か

aruiw
a

あ
る
ひ
は

niw
atori

に
わ
と
り

naku
koro

な
く

こ
ろ

あ
る
ひ
は

よ
あ
け

な
る
や
を

し

ら
ざ
れ
ば
な
り

（
マ
ル
コ
・
第
十
三
章
三
十
五
節
）

○
き
み

Peterow
o

ぺ
て
ろ
を

か
へ
り
み
た
れ
ば
、
ぺ
て
ろ

き
み
の

こ
と

ば

す
な
は
ち

こ
ん
に
ち

に
は
と
り

な
く
ま
へ
に

な
ん
ぢ

み
た
び

わ
れ
を

し
ら
ず
と

い
は
ん
と

か
た
ら
れ
し
を

お

も
ひ
い
だ
し
、

（
ル
カ
・
第
二
十
二
章
六
十
一
節
）

○
ゑ
す

こ
た
へ

け
る
は
、
い
ち

に
ち
の

う
ち
に

じ
う
に

と
き

あ
る
に

あ
ら
ず
や
。

（
ヨ
ハ
ネ
・
第
十
一
章
九
節
）

３

ヘ
ボ
ン
訳
の
時
刻
名

さ
て
、
ヘ
ボ
ン
訳
福
音
書
に
用
い
ら
れ
て
い
る
時
刻
名
を
刊
行
さ
れ
た

順
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
（
原
文
に
あ
る
振
り
仮
名
は
必
要
と
思
わ
れ

る
も
の
以
外
は
省
く
）。

３
―

１
『
馬
可
傳
』（
明
治
五
年
秋
刊
）
の
時
刻
名

「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
」
に
は
【
昼
の
時
刻
】
が
一
箇
所
四
例
、【
夜
の

時
刻
】
が
二
箇
所
見
ら
れ
る
が
、【
昼
の
時
刻
】
は
漢
訳
と
同
じ
く
「
十

二
支
時
名
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

た
つ

な
か
ば

ざ
い
ぜ
う
か
き

○
辰
の
半
時
こ
ろ
耶
蘇
を
十
字
架
に
つ
け
し

そ
の
罪
状
標
に
ユ
ダ
ヤ

う
ま

こ
く

ひ
つ
じ

人
の
王
と
か
ゝ
れ
た
り
。（
中
略
）
午
の
刻
よ
り
未
の
な
か
ば
に
い

と

ち

く
ら

た
る
ま
で
そ
の
土
地
み
な
暗
く
な
り
ぬ
。
ひ
つ
じ
の
な
か
ば
こ
ろ
耶

三
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蘇
大
声
に
よ
ば
ゝ
り
て
い
ひ
け
る
は
、

（
第
十
五
章
二
十
五
〜
三
十
四
節
）

【
夜
の
時
刻
】
の
一
つ
は
「
六
つ
時
名
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ふ
ね

あ
け
な
ゝ

○
風
逆
ら
ふ
ゆ
ゑ
に
で
し
が
舟
を
こ
ぐ
に
つ
か
れ
た
る
を
み
て
、
暁
七

ど
き

つ
時
ご
ろ（
５
）耶
蘇
海
上

を
あ
ゆ
み
き
た
り
て
過
ん
と
す
る
に
、

（
第
六
章
四
十
八
節
）

も
う
一
つ
は
、

○
ゆ
ゑ
に
汝
ら
も
目
を
さ
ま
せ
よ
。
い
か
に
と
な
り
ば
家
の
あ
る
じ
か

ゆ
ふ
べ

よ
な
か

に
は
と
り
な
く

へ
る
時
は
、
あ
る
ひ
は
夕
あ

る
ひ
は
夜
半
あ
る
ひ
は
鶏
鳴
こ
ろ
あ

よ
あ
け

る
ひ
は
平
旦
を
し
ら
ざ
る
ゆ
ゑ
な
り
。

（
第
十
三
章
三
十
五
節
）

で
あ
る
が
、
こ
の
例
に
つ
い
て
は
ヘ
ボ
ン
も
ま
た
、
ロ
ー
マ
の
夜
の
時
刻

制
度
と
し
て
訳
し
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
ヘ
ボ
ン
以
後

の
和
訳
聖
書
で
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ゆ
ゑ

お
こ
た

ま
も

そ
は

あ
る
じ

﹇
明
治
元
訳
﹈
是
故
に
爾
曹
も
怠
ら
ず
し
て
守
れ
。
蓋
家
の
主
人
あ
る

ゆ
ふ
べ

よ
な
か

に
は
と
り
な
く
こ
ろ

よ
あ
け

か
へ

ひ
は
夕
あ
る
ひ
は
夜
半
あ
る
ひ
は
鶏
鳴
時
あ
る
ひ
は
早
晨
に
帰
る

し
ら

か
を
知
ざ
れ
ば
也
。

ゆ
ふ
べ

﹇
大
正
改
訳
﹈
こ
の
故
に
眼
を
覚
し
を
れ
、
家
の
主
人
の
帰
る
は
、
夕

よ
な
か

に
は
と
り
な
く

よ
あ
け

か
夜
半
か
、
鶏
鳴
こ
ろ
か
、
夜
明
か
、
い
づ
れ
の
時
な
る
か
を
知

ら
ね
ば
な
り
。

﹇
新
共
同
訳
﹈
だ
か
ら
、
目
を
覚
ま
し
て
い
な
さ
い
。
い
つ
家
の
主
人

が
帰
っ
て
来
る
の
か
、
夕
方
、
夜
中
か
、
鶏
の
鳴
く
こ
ろ
か
、
明

け
方
か
、
あ
な
た
が
た
に
は
分
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

３
―

２
『
約
翰
傳
』（
明
治
五
年
秋
刊
）
の
時
刻
名

ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
に
は
【
昼
の
時
刻
】
し
か
見
ら
れ
な
い
。
ヘ
ボ

ン
訳
に
は
「
十
二
支
時
名
」
と
「
六
つ
時
名
」
と
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ゐ
ど

○
こ
ゝ
に
ヤ
コ
ブ
の
井
あ
り
。
耶
蘇
た
び
の
つ
か
れ
に
て
井
の
か
た
は

こ
ゝ
の
つ

ら
に
坐
せ
り
。
そ
の
と
き
は

午
刻
ご
ろ
な
り
。
（
第
四
章
六
節
）

こ
ゝ
の
つ

○
そ
の
日
は
す
ぎ
こ
し
の
ま
つ
り
の
そ
な
へ
な
り
。
や
ゝ
日
中
ご
ろ
ピ

ひ
と

ラ
ト
ユ
ウ
ダ
ヤ
人
に
い
ひ
け
る
は
、
な
ん
ぢ
の
王
を
み
よ
。

（
第
十
九
章
十
四
節
）

右
の
二
例
の
本
文
に
は
漢
訳
と
同
じ
漢
字
を
用
い
て
い
る
が
、
振
り
仮

名
に
は
「
六
つ
時
名
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
次
の
二
例
は
「
六
つ
時

名
」
が
本
文
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

○
か
れ
ら
き
た
り
て
み
よ
と
い
ふ
。
つ
ひ
に
き
た
り
て
そ
の
や
ど
る
と

と
き

ゆ
ふ

こ
ろ
を
み
、
こ
の
日
と
も
に
や

ど
れ
り
。
時
は
夕
な
ゝ
つ
な
り

（
第
一
章
四
十
節
）

○
く
だ
る
と
き
、
そ
の
し
も
べ
ど
も
こ
れ
に
む
か
ひ
、
な
ん
ぢ
の
子
い

三
六



い
え

き
る
と
の
べ
け
れ
ば
、
か
れ

ら
に
癒
そ
め
し
と
き
を
た
づ
ぬ
る

に
、
こ
た
へ
て
、
き
の
ふ
八
つ
こ
ろ
に
熱
さ
め
し
と
い
へ
り
。

（
第
四
章
五
十
二
節
）

お
そ
ら
く
ヘ
ボ
ン
は
当
初
こ
の
『
約
翰
傳
』
で
も
『
馬
可
傳
』
と
同
じ

く
漢
訳
に
倣
っ
て
「
十
二
支
名
」
で
訳
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
を
後
に
ギ
ュ
ッ
ラ
フ
ま
た
ゴ
ー
ブ
ル
の
訳
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
民
間

で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
六
つ
時
名
」
に
変
え
た
の
で
あ
ろ
う
。「
午
刻
」

と
「
日
中
」
の
漢
字
表
記
が
残
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
語
は
民
間
に
も

用
い
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
（「
午
刻
」
は
明
治
五
年
『
太
政
官
日

誌
』
九
十
七
号
に
添
え
ら
れ
た
新
旧
対
照
表
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
）。

次
の
「
十
二
時
」（
振
り
仮
名
は
な
い
）
は
昼
の
時
刻
の
総
数
で
あ
る
。

○
耶
蘇
こ
た
へ
け
る
は
、
一
日
の
う
ち
に
十
二
時
あ
ら
ず
や
。
人
も
し

ひ
る
に
あ
る
か
ば
つ
ま
づ
か
じ
。
そ
は
こ
の
よ
の
ひ
か
り
を
み
る
に

よ
つ
て
な
り
。

（
第
十
一
章
九
節
）

前
述
の
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ
語
原
典
で
は
昼
間
の
時
間
は
日
没
か
ら
日

の
出
ま
で
を
十
二
等
分
し
、
第
一
時
か
ら
第
十
二
時
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

ギ
リ
シ
ャ
語
原
典
は

オ
ウ
キ
ー

ド
デ
カ

ホ
ー
ラ
イ

ア
イ
シ
ン

テ
ー
ス

ヘ
メ
ラ

ス
（
昼
は
十
二
時
あ
る
で
は
な
い
か
）

で
あ
る
。
英
訳
で
も
、

Iesus
answ

ered,
A
re
there

not
tw
elue

hours
inthe

day?
If
any

m
an
w
alke

in
the

day,
he
stum

bleth
not,

because
he
seeth

the

lightof
this

w
orld.

と
訳
さ
れ
て
い
る
。
漢
訳
で
も
前
掲
の
よ
う
に
同
様
に
直
訳
が
採
ら
れ
て

い
る
。
ギ
ュ
ッ
ラ
フ
訳
で
も
、

ヱ
ズ
ヽ
ク
ヘ
ン
ト
ユ
タ
ヱ
ル
。
イ
チ
ニ
チ
ノ
ヒ
ワ

ジ
ュ
ニ
ト
キ
ア

ル
、
ヒ
ル
ド
キ
ニ

ア
ヨ
ブ
ヒ
ト

セ
カ
井
ノ
ヒ
カ
リ
ヲ
ミ
テ

ケ

ツ
マ
ヅ
カ
ヌ
。

と
あ
る
。
ヘ
ボ
ン
の
訳
は
直
接
的
に
は
漢
訳
聖
書
を
読
み
下
し
た
形
で
あ

る
が
、
他
の
時
刻
の
訳
と
の
間
で
矛
盾
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ベ
ッ
テ
ル

ハ
イ
ム
訳
は
次
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
の
齟
齬
は
な
い
こ
と

に
な
る
。

ゑ
そ
の
い
ひ
給
は
く
、
ひ
る
六
ツ
と
き
に
あ
ら
ず
や
。
人
ひ
る
ゆ
き

て
つ
ま
づ
か
ず
。
よ
つ
て
此
せ
か
い
の
ひ
か
り
を
見
る
。

３
―

３
『
馬
太
傳
』（
明
治
六
年
春
刊
）
の
時
刻
名

こ
の
福
音
書
の
ヘ
ボ
ン
訳
で
は
、【
昼
の
時
刻
】
に
は
「
新
時
刻
名
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

三
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○
そ
れ
天
国
は
朝
は
や
く
葡
萄
ば
た
け
に
は
た
ら
く
も
の
を
や
と
ひ
に

い
で
た
る
主
人
に
似
た
り
。
は

た
ら
く
も
の
に
は
一
日
に
金
ひ
と

つ
を
あ
た
へ
ん
と
約
束
し
て
、
こ
れ
ら
を
葡
ど
う
ば
た
け
に
つ
か

い
つ
ヽ
は
ん

は
せ
り
。
ま
た
九
字
こ
ろ
い
で
ゝ
、
ま
ち
に
ひ
ま
に
て
た
ち
る
も
の

を
み
て
、
か
れ
ら
に
汝
も
葡

ど
う
ば
た
け
に
ゆ
け
、
相
當
の
あ
た

こ
ゝ
の
つ

ひ
を
あ
た
へ
ん
と
い
ひ
け
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
ゆ
け
り
。
ま
た

十
二

ど
き

や
つ
は
ん

な
ヽ
つ
は
ん

字
と
三
字
ご
ろ
い
で
ゝ
ま
へ
の
ご
と
く
な
せ
り
。
五
字
ご
ろ
い

で
ゝ
、
ほ
か
に
ひ
ま
に
て
た

ち
た
る
も
の
に
あ
ひ
か
れ
ら
に
ひ
け

る
は
、
終
日
ひ
ま
に
て
こ
ゝ
に
た
つ
は
な
ん
ぞ
や

か
れ
ら
い

ひ

け
る
は
、
わ
れ
ら
を
や
と
ふ
も
の
な
き
ゆ
ゑ
な
り
と
。
か
れ
ら
に
い

ひ
け
る
は
、
汝
も
ま
た
葡
ど

う
ば
た
け
に
ゆ
き
て
相
当
の
価
を
う

べ
し
。
日
く
れ
に
ぶ
ど
う
ば
た
け
の
あ
る
じ
そ
の
家
の
を
さ
に

い

ひ
け
る
は
、
は
た
ら
く
も
の
ど
も
を
よ
び
て
、
あ
と
の
も
の
を
は
じ

め
と
し
て
さ
き
な
る
も
の
ま

で
こ
れ
に
あ
た
へ
を
は
ら
ふ
べ
し

な
ヽ
つ
は
ん

と
。
五
字
ご
ろ
に
や
と
は
れ
し
も
の
ど
も
き
た
り
て
金
ひ
と
つ

づ
ゝ
を
う
た
け
た
り
。

（
第
二
十
章
一
〜
九
節
）

こ
れ
ら
の
例
に
は
「
六
つ
時
名
」
の
振
り
仮
名
が
振
ら
れ
て
い
る
が
、

次
の
例
で
は
「
○
じ
」
と
振
ら
れ
て
い
る
。

○
と
も
に
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
し
盗
賊
も
お
な
じ
く
耶
蘇
を
の
ゝ
し
れ

じ

じ

り
。
ひ
る
十
二
字
よ
り
三
字
ま
で
そ
の
土
地
み
な
く
ら
く
な
り
ぬ
。

じ
三
字
こ
ろ
耶
蘇
大
声
に
よ
ば
ゝ
り
て
、
ヱ
リ

ヱ
リ

ラ
マ
サ
ダ
ク

と
け

タ
ニ
と
い
へ
り
。
こ
れ
を
訳
ば
、
わ
が
神
な
ん
ぞ
わ
れ
を
す
て
た
ま

ふ
や
と
な
り
。

（
第
二
十
七
章
四
十
四
〜
六
節
）

新
し
い
時
刻
「
○
時
」
に
「
○
字
」
を
用
い
た
例
は
、『
明
治
事
物
起

原
』
に
よ
る
と
『
岡
田
日
記
』（
岡
田
摂
蔵
著
）
の
慶
応
四
年
閏
五
月
十

日
に
、第

十
字
上
海
に
着
〈
何
字
は
時
の
名
な
り
。
西
洋
一
般
、
一
昼
夜
を

二
十
四
時
間
に
分
つ
。
今
我
時
と
混
ぜ
ん
こ
と
を
恐
る
。
故
に
言
相

通
ず
る
を
以
て
、
記
中
仮
に
字
の
字
を
用
ゆ
〉

と
あ
る
の
が
「
古
き
方
」
の
よ
う
で
あ
る
。
管
見
で
も
同
年
の
二
月
に
出

さ
れ
た
『
太
政
官
日
誌
』
創
刊
号
に
、

一

亦
曰
今
日
必
相
分
ル
ベ
シ
ト
雖
弥
確
定
ス
ル
ハ
明
十
五
日
ト
定
ム

ベ
シ
。
然
ラ
バ
明
十
五
日
十
字
ノ
朝
米
国
公
使
館
ニ
於
テ
再
会
シ

各
般
ノ
諸
事
件
ヲ
葯
定
セ
ン
。

と
見
え
る
も
の
が
最
も
早
い
。
以
降
、『
明
治
事
物
起
原
』
に
は
明
治
元

年
頒
布
の
兵
学
校
規
則
、
公
議
所
開
期
公
布
、
明
治
五
年
の
汽
車
の
時
間

表
の
例
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
松
井
利
彦
氏
の
調
査
に
拠
れ
ば（
６
）、
明

治
五
年
の
『
新
聞
雑
誌
』『
郵
便
報
知
新
聞
』『
東
京
日
々
新
聞
』
に
は

三
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「
時
」
の
字
は
な
く
「
字
」
の
字
ば
か
り
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
前
掲
の
明
治
五
年
十
一
月
九
日
付
『
太
政
官
日
誌
』
九
十

じ

じ

七
号
の
通
達
の
但
し
書
き
に
、「
何
字
」
の
表
記
を
廃
し
、「
何
時
」
と
す

る
（「
但
是
迄
時
辰
儀
時
刻
ヲ
何
字
ト
唱
来
候
処
以
後
何
時
ト
称
候
事
」）

と
あ
っ
た
。

フ
ル
ベ
ッ
キ
に
よ
る
と
、
こ
の
『
馬
太
傳
』
の
翻
訳
は
他
の
福
音
書
よ

り
早
く
、
慶
応
三
年
（1867
）
に
成
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
書
の
時
刻
名
は
最
初
は
「
十
二
支
名
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
「
六
つ
時
名
」
に
変
え
ら
れ
、
さ
ら
に
ま
た
「
新
時

刻
名
」
に
改
め
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
刊
行
さ
れ
た
も
の
に

「
新
時
刻
名
」
で
「
字
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
こ

の
書
の
版
下
は
明
治
五
年
十
一
月
九
日
以
前
に
、
そ
れ
も
そ
の
日
に
近
い

頃
に
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う（
７
）。

し
か
し
、【
夜
の
時
刻
】
は
「
新
時
刻
名
」
で
は
な
く
、『
馬
可
傳
』
の

場
合
と
同
じ
く
「
六
つ
時
名
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
た
だ
し
、「
夜
」

と
あ
る
の
は
「
暁
」
の
誤
り
で
あ
る
）。

よ
な
ヽ
つ
と
き

○
夜
七
時
ご
ろ
耶
蘇
う
み
の
う
へ
を
あ
ゆ
み
て
で
し
に
い
た
れ
り
。

（
第
十
四
章
二
十
五
節
）

３
―

４
『
路
加
傳
』（
明
治
八
年
春
刊
）
の
時
刻
名

前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
『
路
加
傳
』
の
訳
文
は
ヘ
ボ
ン
が
私
的
に
完
成

し
て
い
た
訳
文
が
翻
訳
委
員
社
中
（
委
員
会
）
で
再
検
討
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
訳
文
は
翻
訳
委
員
会
と
し
て
の
翻
訳
方
針
が
色
濃

く
影
響
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
ヘ
ボ
ン
の
福
音
書
の
訳

文
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
翻
訳
委
員
会
は
こ
の
福
音
書
を
明
治
九
年
の
春

に
公
刊
し
て
い
る
が
、
そ
の
前
年
に
ヘ
ボ
ン
も
ま
た
個
人
訳
と
し
て
刊
行

し
て
い
る
。
両
者
の
訳
文
に
は
少
し
の
違
い
が
あ
る
が
、
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

る
。こ

の
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
で
は
【
昼
の
時
刻
】
は
次
の
一
箇
所
だ
け
で

あ
る
。と

き
じ
ふ
に
じ

さ
ん
じ

ち

く
ら
や
み

○
時
午
正
ご
ろ
よ
り
三
時
に
い
た
る
ま
で
あ
ま
ね
く
地
の
う
へ
黒
暗
と

な
れ
り

（
第
二
十
三
章
四
十
四
節
）

「
午
正
」
は
漢
訳
聖
書
と
同
じ
用
字
で
あ
る
が
、
振
り
仮
名
で
は
「
新

さ
ん
じ

時
刻
名
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
三
時
」
は
漢
訳
で
は
「
未
終
」
で
あ

る
が
、
ヘ
ボ
ン
は
「
新
時
刻
名
」
で
訳
し
、
し
か
も
『
太
政
官
日
誌
』
の

じ

通
達
の
と
お
り
、「
時
」
の
字
を
用
い
て
い
る
。

し
か
し
、【
夜
の
時
刻
】
は
「
二
更
」「
三
更
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

に
か
う

さ
ん
か
う

○
あ
る
ひ
は
二
更
あ
る
い
は
三
更
に
主
人
き
た
り
て
し
か
な
せ
る
を
見

三
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し
も
べ

な
ば
こ
の
僕
は
さ
い
は
ひ
な
り
。

（
第
十
二
章
三
十
八
節
）

ヘ
ボ
ン
の
『
馬
太
傳
』『
馬
可
傳
』
で
は
夜
の
時
間
に
も
「
六
つ
時
名
」

が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
漢
訳
に
従
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
翻

訳
委
員
社
中
の
漢
訳
聖
書
重
視
の
考
え
方
に
従
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ

る
い
は
ま
た
、
夜
の
時
刻
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
訳
す
か
定
ま
っ
た
考

え
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ギ
リ
シ
ャ
語
原
典
は
「
カ
ン

エ
ン

テ
ー

デ
ウ
テ
ラ

カ
ン

エ
ン

テ
ー

ト
リ
テ
ー
ン

フ
ラ

ケ
ー

エ
ル
セ
ー
〔
第
二
番
目
あ
る
い
は
第
三
番
に
来
て
〕」
で
あ
り
、

英
訳
の
「A

nd
hif
he
shall

com
e
in
the

second
w
atch,

or
com

e
in

the
third

w
atch,and

find
them

so,blessed
are
those

servants.

」
は
そ

の
直
訳
で
あ
る
。

し
ゆ

か
へ
し

○
主
身
を
転
て
ペ
テ
ロ
を
見
た
ま
へ
り
。
今
日
に
は
と
り
鳴
く
ま
へ
に

み
た
び

三
次
わ
れ
を
し
ら
じ
と
い
は

ん
と
主
の
い
ひ
た
ま
ひ
し
言
を
ペ
テ

ロ
お
も
ひ
い
だ
し

（
第
二
十
二
章
六
十
一
節
）

も
ま
た
夜
の
時
間
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
述
の
と
お
り
で
あ

る
。

４

ヘ
ボ
ン
訳
そ
の
後

４
―

１

明
治
元
訳
（
委
員
会
訳
）
の
時
刻
名

新
約
聖
書
翻
訳
委
員
会
の
福
音
書
の
訳
は
ヘ
ボ
ン
訳
を
基
に
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
時
刻
名
に
つ
い
て
は
ヘ
ボ
ン
の
も
の
と
異
な
っ
て
い
る

（『
路
加
伝
』
だ
け
が
両
者
一
致
す
る
が
、
こ
れ
は
ヘ
ボ
ン
の
『
路
加
伝
』

は
委
員
会
で
の
検
討
を
経
た
後
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
）。

委
員
会
訳
は
明
治
五
年
（1872

）
十
一
月
九
日
付
『
太
政
官
日
誌
』
九

十
七
号
の
「
昼
夜
平
分
二
十
四
時
ニ
定
メ
子
刻
ヨ
リ
午
刻
迄
ヲ
十
二
時
ニ

分
チ
午
前
幾
時
ト
称
シ
午
刻
ヨ
リ
子
刻
迄
ヲ
十
二
時
ニ
分
チ
午
後
幾
時
ト

称
候
事
」
と
い
う
通
達
に
従
っ
て
時
刻
訳
を
し
て
い
る
。
例
外
は
ル
カ
伝

に
か
う

さ
ん
か
う

福
音
書
の
第
十
二
章
三
十
八
節
の
「
二
更
・
三
更
」
と
い
う
夜
の
時
刻
に

つ
い
て
だ
け
で
あ
る
。
マ
タ
イ
伝
福
音
書
第
十
四
章
二
十
五
節
）「
夜
の

よ

じ

四
時
ご
ろ
」
と
あ
り
、
マ
ル
コ
伝
第
六
章
四
十
八
節
に
「
暁
の
四
時
ご

ろ
」
と
あ
る
の
で
、
ル
カ
伝
だ
け
「
更
点
時
刻
名
」
で
あ
る
の
は
不
徹
底

と
言
え
る
。

前
節
ま
で
に
取
り
上
げ
た
福
音
書
の
時
刻
名
の
全
用
例
が
委
員
会
訳
で

四
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は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
次
に
示
す
（
明
治
十
三
年
刊
『
新
約

全
書
』
米
国
聖
書
会
社
、
日
本
横
濱
印
行
の
本
文
に
よ
る
）。

『
馬
太
伝
福
音
書
』

○
第
十
四
章
二
十
五
節
「
夜
の
四
時
ご
ろ
」

く

じ

じ
う
に
じ

さ
ん
じ

ご

じ

○
第
二
十
章
三
〜
九
節
「
九
時
ご
ろ
」「
十
二
時
と
三
時
ご
ろ
」「
五
時

さ
ん
じ

ご
ろ
」「
三
時
ご
ろ
」

ヒ
ル

○
二
十
七
章
四
十
五
・
四
十
六
節
「
昼
の
十
二
時
よ
り
三
時
に
至
る
ま

さ
ん
じ

で
」「
三
時
ご
ろ
」

『
馬
可
伝
福
音
書
』

よ

じ

○
第
六
章
四
十
八
節
「
暁
の
四
時
ご
ろ
」

ゆ
ふ
べ

よ
な
か

に
は
と
り
な
く
こ
ろ

○
第
十
三
章
三
十
五
節
「
夕
あ
る
ひ
は
夜
半
あ
る
ひ
は
鶏
鳴
時
あ
る
ひ

よ
あ
け

は
早
晨
」

あ
さ

だ
い
く

じ

だ
い
じ
ふ
に

じ

○
第
十
五
章
二
十
五
〜
三
十
四
節
「
朝
の
第
九
時
」「
第
十
二
時
よ
り

三
時
」「
第
三
時
」

『
約
翰
伝
福
音
書
』

ひ
る

よ

じ

○
第
一
章
三
十
九
節
「
昼
の
四
時
ご
ろ
」

ひ
る

○
第
四
章
六
節
「
昼
の
二
時
ご
ろ
」

ひ
る

○
同
右
五
十
二
節
「
昼
の
一
時
」

い
ち
に
ち

う
ち

じ
ふ
に
じ

あ
ら

○
十
一
章
九
節
「
一
日
の
中
に
十
二
時
あ
る
に
非
ず
や
」

じ
ふ
に
じ

○
第
十
九
章
十
四
節
「
十
二
時
ご
ろ
」

『
路
加
伝
福
音
書
』

さ
ん
じ

○
第
二
十
三
章
四
十
四
節
「
十
二
時
ご
ろ
よ
り
三
時
」

に
か
う

さ
ん
か
う

○
第
十
二
章
三
十
八
節
「
或
は
二
更
あ
る
い
は
三
更
」

○
第
二
十
二
章
六
十
一
節
「
鶏
な
く
前
」

４
―

２

原
典
主
義
の
時
刻
訳

と
こ
ろ
で
、
英
訳
聖
書
は
原
典
の
時
刻
制
度
で
訳
さ
れ
て
い
た
。
日
本

し

む

や

く

ぜ

む

し

よ

語
訳
で
も
ネ
ー
サ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
『
志
無
也
久
世
無
志
与
』
で
は
ヨ
ハ

ネ
伝
だ
け
が
原
典
の
時
刻
制
度
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
漢
字
仮

名
交
じ
り
文
に
し
た
浸
礼
教
会
版
『
新
約
全
書
』（
明
治
十
九
年
〔1886

〕

に
か
う

刊
）
で
は
、『
留
加
伝
福
音
書
』
第
十
二
章
三
十
八
節
の
み
「
二
更
あ
る

さ
ん
か
う

い
は
三
更
」
の
ま
ま
で
あ
る
以
外
は
、
す
べ
て
原
典
の
時
刻
に
な
っ
て
い

る
（
引
用
の
振
り
仮
名
は
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
だ
け
示
す
）。

『
馬
太
伝
福
音
書
』

○
天
の
政
は
朝
夙
く
出
て
葡
萄
圃
に
労
者
を
傭
ふ
家
の
主
人
の
如
し
。

労
者
と
一
日
に
銀
一
銭
を
与
ん
と
約
て
彼
ら
を
葡
萄
圃
に
遣
せ

だ
い
さ
ん
と
き
ご
ろ

り
。
三
彼
又
第
三
時
頃
出
て
市
場
に
閑
に
て
立
る
者
を
見
て
、
爾
曹

も
葡
萄
圃
に
往
我
相
当
の
雇
銭
を
払
ん
と
曰
け
れ
ば
彼
等
往
け
り
。

四
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だ
い
ろ
く
ど
き
ご
ろ

だ
い
く
と
き
こ
ろ

だ
い
じ
ゅ
う
い
ち
ど
き
ご
ろ

又
第
六
時
頃
と
第
九
時
頃
に
出
て
同
く
為
り
。
第
十
一
時
頃
復
出

だ
い
じ
ゅ
う
い
ち
ど
き
ご
ろ

て
他
の
立
た
る
者
に
遇
て
（
中
略
）
第
十
一
時
頃
に
雇
者
等
来
て

各
一
銭
を
受
け
た
り
。

（
第
二
十
章
一
〜
九
節
）

だ
い
ろ
く
と
き

だ
い
く
と
き

だ
い
く
と
き
ご
ろ

○
第
六
時
よ
り
第
九
時
に
至
る
迄
其
国
中
暗
く
な
れ
り
。
第
九
時
頃
イ

エ
ス
大
声
に
叫
ん
で
、

（
第
二
十
七
章
四
十
五
、
六
節
）

『
馬
留
古
伝
福
音
書
』

だ
い
さ
ん
と
き

○
彼
を
十
字
架
し
時
は
朝
第
三
時
な
り
き
。

（
第
十
五
章
二
五
節
）

だ
い
ろ
く
と
き

だ
い
く
と
き

○
真
昼
第
六
時
に
及
び
第
此
の
時
よ
り
第
九
時
に
至
る
迄
其
国
中
暗
な

だ
い
く
と
き

れ
り
。
第
九
時
頃
イ
エ
ス
大
声
に
叫
て

（
十
五
章
三
三
、
四
節
）

き
を
つ
け

な
ん
ぢ
ら

か
へ

ゆ
ふ
べ

よ
な
か

○
是
故
に

醒
よ
爾
曹
家
の
主
人
の
皈
る
時
は
夕
或
は
夜
半
或
は

に
は
と
り
な
く
こ
ろ

よ
あ
け

鶏
鳴
頃
或
は
平
旦
な
る
か
を
知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

（
第
十
三
章
三
十
五
節
）

『
留
加
伝
福
音
書
』だ

い
ろ
く
と
き

だ
い
く
と
き

○
時
は
凡
そ
昼
第
六
時
な
り
し
が
第
九
時
に
至
る
ま
で
全
国
暗
く
為
れ

り
。

（
第
二
十
三
章
四
十
四
節
）

に
は
と
り
な

み
た
び

い
な
ま

○
今
日
鶏
鳴
く
前
に
三
次
我
を
推
辞
ん

（
第
二
十
二
章
六
十
一
節
）

『
約
翰
伝
福
音
書
』

○
イ
エ
ス
彼
等
に
来
り
見
よ
と
云
ひ
け
れ
ば
、
彼
等
往
し
が
其
宿
る
所

じ
ふ
じ
ご
ろ

を
見
て
是
日
彼
と
偕
に
宿
れ
り
。
時
は
昼
の
十
時
頃
な
り
き
。

（
第
一
章
三
十
九
節
）

つ
か
れ

○
彼
所
に
ヤ
コ
ブ
の
井
有
り
。
イ
エ
ス
旅
の
疲
倦
に
て
井
戸
の
傍
に
坐

だ
い
ろ
く
じ
ご
ろ

せ
り
。
時
は
第
六
時
頃
な
り
き
。

（
第
四
章
六
節
）

い
え

し
ち
じ

さ
め

○
貴
人
彼
等
に
其
愈
初
し
時
を
尋
し
か
ば
、
昨
日
七
時
に
熱
醒
た
り
と

云
へ
り
。

（
同
右
五
十
二
節
）

い
ち
に
ち

う
ち

じ
ふ
に
じ

あ
ら

○
イ
エ
ス
答
へ
け
る
は
、
一
日
の
中
に
十
二
時
あ
る
に
非
ず
や
。
人
若

つ
ま
づ

し
昼
歩
か
ば
是
世
界
の
光
を
見
る
に
由
て
蹶
か
ず
。（
十
一
章
九
節
）

す
ぎ
こ
し

そ
な
へ
び

ろ
く
じ

○
時
は
踰
越
の
備
日
に
し
て
凡
そ
六
時
な
り
き
。
ビ
ラ
ト
、
ユ
ダ
ヤ
人

に
言
け
る
は
、
見
よ
、
是
れ
爾
等
の
王
な
り
。（
第
十
九
章
十
四
節
）

原
典
主
義
は
永
井
直
治
訳
『
新
契
約
聖
書
』（
昭
和
三
年
〔1928

〕
挺

身
舎
刊
）
で
も
採
ら
れ
て
い
る
。
本
書
は
「
孰
れ
の
英
訳
を
も
和
訳
を

も
、
ま
た
支
那
訳
を
も
参
考
」
に
せ
ず
、「
千
八
百
七
十
二
年
に
出
版
せ

ら
れ
た
ロ
ベ
ル
ト
ス
ス
テ
ハ
ヌ
ス
の
第
三
版
を
、
語
を
逐
ふ
て
直
訳
せ
る

も
の
」（「
小
引
」）
で
あ
る
。
マ
タ
イ
伝
の
第
二
十
章
一
〜
九
節
を
例
に

挙
げ
る
。

一
そ
は
天
国
は
夜
明
と
と
も
に
出
て
来
り
て
、
そ
の
葡
萄
園
に
働
き

人
を
雇
は
ん
と
す
る
、
家
の
主
人
な
る
人
に
等
し
け
れ
ば
な
り
。
二

か
れ
は
働
き
人
と
一
日
に
一
デ
ナ
リ
の
約
束
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
葡

萄
園
に
使
は
せ
り
。
三
ま
た
第
三
時
の
頃
出
で
来
り
て
、
空
し
く
市

四
二



場
に
立
て
る
他
の
者
を
見
て
四
彼
等
に
い
へ
り
、
汝
等
も
葡
萄
園
に

往
け
、
さ
れ
ば
何
に
て
も
義
し
き
も
の
を
わ
れ
汝
等
に
与
へ
ん
。
五

乃
ち
彼
等
は
往
け
り
。
復
た
彼
は
第
六
時
と
第
九
時
と
の
頃
出
で
来

り
て
等
し
く
為
せ
り
。
六
ま
た
第
十
一
時
の
頃
出
で
来
り
て
、
彼
は

空
し
く
立
て
る
他
の
者
を
見
出
だ
せ
り
。（
中
略
）九
か
く
て
第
十
一

時
の
頃
〔
雇
は
れ
た
る
〕
者
到
り
て
、
お
の
お
の
一
デ
ナ
リ
を
受
け

た
り
。

ま
た
、
大
正
六
年
に
出
版
さ
れ
た
『
改
訳

新
約
聖
書
』（「
大
正
改

訳
」）
は
「
明
治
元
訳
」
と
同
じ
く
現
在
の
時
刻
制
で
換
算
し
て
す
べ
て

じ

「
○
時
」
と
訳
し
て
い
る
が
（『
使
徒
行
傳
』
第
二
十
三
章
二
十
三
節
の

「
今
夜
、
九
時
ご
ろ
」
と
あ
る
の
も
同
じ
で
あ
る
）、
ヨ
ハ
ネ
伝
だ
け
は
原

典
の
時
刻
で
訳
さ
れ
て
い
る（
８
）。

い

た
ま

さ

み

か
れ

ゆ

と
ど
ま

イ
エ
ス
言
ひ
給
ふ
「
き
た
れ
、
然
ら
ば
見
ん
」
彼
ら
往
き
て
そ
の
留

と
こ
ろ

み

ひ

と
ど
ま

と
き

だ
い
じ
ふ
じ

り
た
ま
ふ
所
を
見
、
こ
の
日
と
も
に
留
れ
り
。
時
は
第
十
時
ご
ろ
な

り
き
。

（
第
一
章
三
十
九
節
）

こ

こ

い
づ
み

た
び
ぢ

つ
か

い
づ
み

か
た
は

ざ

此
処
に
ヤ
コ
ブ
の
泉
あ
り
。
イ
エ
ス
旅
路
に
疲
れ
て
泉
の
傍
ら
に
坐

た
ま

と
き

だ
い
ろ
く
じ
ご
ろ

し
給
ふ
。
時
は
第
六
時
頃
な
り
き
。

（
第
四
章
六
節
）

い

と
き

と

き
の
ふ

だ
い
し
ち
じ

ね
つ
さ

そ
の
癒
え
は
じ
め
し
時
を
問
ひ
し
に
「
昨
日
の
第
七
時
に
熱
去
れ

り
」
と
い
ふ
。

（
同
右
五
十
二
節
）

ひ

す
ぎ
こ
し

そ
な
へ
び

と
き

だ
い
ろ
く
じ

こ
の
日
は
過
越
の
準
備
日
に
て
、
時
は
第
六
時
ご
ろ
な
り
き
。
ピ
ラ

み

わ
う

ト
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
い
ふ
『
視
よ
、
な
ん
ぢ
ら
の
王
な
り
』

（
第
十
九
章
十
四
節
）

お
わ
り
に

ヘ
ボ
ン
の
『
和
英
語
林
集
成
』
初
版
（
慶
応
三
年
〔1867

〕
刊
）
で

は
、「
十
二
支
時
名
」「
六
つ
時
名
」
が
、
西
洋
の
時
刻
制
で
説
明
さ
れ
て

い
る
。
例
え
ば
「N

E ,

子
、
子
」
の
項
に
「N

e
no
toki,12

o’clock
at

night.

」
と
あ
り
、「U

shi,

ウ
シ
、
牛
…
丑
」
の
項
に
「ushi

no
toki,2

o’clock
A
.M

」、「TO
R
A
,

ト
ラ
、
寅
」
の
項
に
「Tora

no
toki,4

o’o-

clock
A
.M

」
な
ど
と
見
え
る
の
は
「
十
二
支
時
名
」
を
説
明
し
た
も
の

で
あ
り
、「JI,

ジ
、
時
（Toki

）」
の
項
の
「H

iru
roku

ji,the
six
hours

of
the
day.Jū-niji,12

o’clock

」、「Toki

」
の
項
に
「Tokino

kane,a

bellon
w
hich

the
hours

are
struk.

」
と
あ
る
の
は
「
六
つ
時
制
」
を
説

明
し
た
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ボ
ン
は
最
初
か
ら
日
本
で
用
い
ら
れ
て
い
る
時

刻
制
に
つ
い
て
は
、
正
し
く
理
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る（
９
）。
ネ
ー
サ

し

ん

や

く

ぜ

ん

し

ょ

ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
『
志
無
也
久
世
無
志
与
』（
明
治
十
三
年
）
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
時
刻
名
が
一
書
の
う
ち
に
も
混
在
し
て
い
る
が
、
ヘ
ボ
ン
は
一

四
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つ
の
時
刻
に
統
一
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
最
初
は
「
十
二
支
時
名
」
を
用

い
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
漢
訳
聖
書
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
が
日
本
で
は
公
的
文
書
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
、
庶
民
の

時
刻
制
で
は
な
い
こ
と
を
知
り
、「
六
つ
時
名
」
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
刻
名
は
、
漂
流
民
の
日
本
語
を
学
ん
だ
ギ
ュ
ッ

ラ
フ
の
訳
で
も
、
彼
の
住
む
近
在
の
人
の
日
常
語
で
訳
し
た
と
さ
れ
る
ゴ

ー
ブ
ル
の
訳
で
も
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本

に
お
い
て
新
時
刻
制
が
制
定
さ
れ
る
と
、
ヘ
ボ
ン
は
そ
れ
を
用
い
た
。

内
村
鑑
三
は
「
聖
書
を
日
本
人
の
書
と
為
す
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
先

づ
之
を
原
本
に
於
て
原
語
に
由
り
て
読
み
こ
な
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
而
し

て
其
精
神
信
仰
を
我
有
と
為
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
我
れ
自
身
が
聖
書
人
と

成
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
而
し
て
自
身
が
聖
書
化
さ
れ
、
聖
書
が
自
身
に
在

り
て
日
本
化
せ
ら
れ
て
後
に
、
之
を
解
し
易
き
日
本
語
を
以
つ
て
言
表
は

さ
ゞ
る
べ
か
ら
ず
。
ま
こ
と
に
『
誰
か
之
に
堪
へ
や
』
で
あ
る
」（
永
井

直
治
訳
『
新
契
約
聖
書
』「
序
言
」）
と
言
っ
て
い
る
が
、
ヘ
ボ
ン
が
原
典

主
義
を
採
り
な
が
ら
、
英
訳
聖
書
の
よ
う
に
ギ
リ
シ
ャ
語
原
書
の
時
刻
を

直
訳
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
庶
民
の
時
刻
で
訳
し
、
新
時
刻
制
が
公
布
さ
れ

る
と
即
座
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
庶
民
の
生
活
の
中
で
聖
書
が
読

ま
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

〔
注
〕

（
�
）
グ
リ
フ
ィ
ス
（W

.E.G
riffis

）“H
epburn

of
Japan”

（
佐
波
亘
編

著
『
植
村
久
正
と
其
の
時
代
』
第
四
巻p.58

か
ら
引
用
）

B
efore

1870,
D
r.
H
epburn

had
translated

the
four

G
ospels

w
ith
the

help
of
O
kano,and

these
w
ere

revised
by
D
r.S.R

.

B
row
n
and

him
self,w

ith
O
kano’s

assistance.and
published

:

M
alk

and
John

in
the

autum
n
of
1872,

and
M
athew

in
the

spring
of
1873.

フ
ル
ベ
ッ
キ
（G

.F.V
erbech

）“H
istory

of
Protestant

M
isson

in
Japan”

（
高
谷
道
男
著
『
ド
ク
ト
ル
・
ヘ
ボ
ン
』（
牧
野
書
店
）

pp.307-8

か
ら
引
用
）

ヘ
ボ
ン
博
士
は
既
に
馬
可
傳
と
約
翰
傳
の
最
初
の
翻
訳
を
、
完
了

は
し
て
居
な
い
が
と
に
角
着
手
し
て
居
り
、
一
八
六
七
年
に
博
士

は
バ
ラ
氏
、
タ
ム
ソ
ン
氏
と
共
に
「
馬
太
傳
」
の
最
初
の
飜
訳
を

完
了
し
た
。
一
八
七
二
年
Ｓ
・
Ｒ
・
ブ
ラ
ウ
ン
博
士
と
ヘ
ボ
ン
博

士
は
此
の
飜
訳
文
の
出
版
の
準
備
を
す
る
為
め
之
の
改
訂
に
着
手

し
た
。
し
か
し
之
が
完
了
す
る
以
前
に
ヘ
ボ
ン
博
士
は
欧
州
経
由

日
本
を
去
っ
て
合
衆
國
に
向
か
っ
た
。
従
っ
て
タ
ム
ソ
ン
氏
は
此

の
仕
事
に
つ
い
て
ヘ
ボ
ン
博
士
に
代
り
ブ
ラ
ウ
ン
と
共
に
そ
れ
を

四
四



完
成
し
た
。
こ
の
書
即
ち
「
馬
太
傳
」
は
翌
年
（
一
八
七
三
年
）

印
刷
に
附
せ
ら
れ
た
。

（
�
）
橋
本
万
平
著
『
日
本
の
時
刻
制
度
』（
塙
書
房
、
昭
和
四
十
一
年

刊
）pp.99-102

（
�
）
『
聖
書
事
典
』（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
昭
和
三
十
六
年
刊
）
に

よ
る
。
ヘ
ボ
ン
・
山
本
秀
煌
編
纂
『
聖
書
辞
典
』（
基
督
教
書
類
会

社
、
明
治
二
十
五
年
刊
）
に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。

そ
の
と

き

か
ぞ
へ
か
た

と

き

ユ
ダ
ヤ
に
て
は
其
時
刻
の
算
方
全
く
異
な
り
、
其
昼
の
時
刻
を
我

と

き

く
ら
ぶ

マ
マ
じ

国
の
時
刻
に
比
較
る
に
、
我
午
前
六
時
を
日
出
と
す
れ
ば
、
我
午

じ

じ

前
九
時
は
即
ち
彼
の
三
時
に
し
て
、
我
正
午
十
二
時
は
彼
の
六

時
、
又
我
午
後
三
時
は
彼
の
九
時
と
な
る
な
り
。
バ
ビ
ロ
ン
へ

と
ら
は
れ

や
ぶ
ん

か
う

わ
か

俘
囚
と
な
ら
ざ
る
前
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
夜
分
を
三
更
に
分
て
り
。
即

し
よ
こ
う

ち
日
没
よ
り
我
十
時
ま
で
を
初
更
と
云
、
我
十
時
よ
り
午
前
二
時

ち
う
か
う

あ
け
ぼ
の

あ
さ
の
か
う

ま
で
を
中
更
と
云
、
二
時
よ
り
曙
天
に
至
る
ま
で
を
朝
更
と
云
へ

り
。
新
約
聖
書
に
於
て
は
ロ
マ
の
風
に
従
ひ
て
夜
分
を
四
更
に
分

し
よ
こ
う

て
り
。
即
ち
夜
の
六
時
よ
り
九
時
ま
で
を
初
更
と
な
し
、
之
よ
り

し
だ
い

じ

順
次
に
、
十
二
時
、
三
時
、
六
時
に
至
る
ま
で
を
二
、
三
、
四
の

か
う更
と
な
せ
り
。

（
�
）
『
使
徒
行
伝
』
に
次
の
例
が
あ
る
。

A
nd
he
called

vnto
him

tw
o
C
enturions,saying,M

ake
ready

tw
o
hundred

soldiers
to
goe

to
C
easarea,

and
horsem

en

threescore
and

ten,
and

spearm
en
tw
o
hundred,

at
the

third

houre
of
the
night

（
�
）
不
等
時
制
に
お
け
る
「
暁
七
つ
」
は
、
冬
至
の
日
の
東
京
で
は
午

前
四
時
頃
、
夏
至
の
時
は
午
前
二
時
半
ご
ろ
で
あ
る
（
注
２pp.131

-134

）。

（
�
）
松
井
利
彦
「
新
漢
語
「
時
間
」
の
成
立
と
《
時
》
の
表
示
法
」

（
神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
研
究
室
編
『
文
林
』

、2006.3

発

行
）

（
�
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
佐
波
亘
氏
が
指
摘
し
て
い
る
（『
植

村
久
正
と
其
の
時
代
』
第
四
巻

pp.57-8

）。
佐
波
氏
は
「
こ
の
馬

太
傳
二
〇
ノ
一
│
に
、『
時
』
と
い
ふ
文
字
の
代
り
に
『
字
』
が
使

用
さ
れ
、
し
か
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ル
ビ
に
は
、
時
刻
の
呼
称
が

『
こ
ゝ
の
つ
』『
や
つ
』『
な
ゝ
つ
』
等
と
な
さ
れ
て
ゐ
る
」
こ
と
を

指
摘
し
、
こ
れ
は
「
本
書
が
印
刷
さ
れ
た
時
期
を
確
定
す
る
た
め

に
、
甚
だ
有
力
な
る
好
資
料
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。「
と
い
ふ
の

は
、
明
治
五
年
末
に
、
改
暦
の
詔
書
を
た
ま
は
り
、
且
太
政
官
布
告

を
以
て
、『
太
陰
暦
を
廃
し
太
陽
暦
を
御
頒
行
相
成
候
』
と
あ
り
て
、

四
五



そ
の
時
以
来
、
公
に
『
字
』
を
『
時
』
に
改
め
、
時
の
称
呼
も
、
新

に
制
定
し
た
時
間
割
の
数
字
通
り
に
す
る
よ
う
に
と
な
さ
れ
た
の

で
、
か
う
し
た
文
字
の
用
法
並
に
時
刻
の
称
呼
か
ら
推
し
て
、
本
書

が
印
刷
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
時
（
即
ち
明�

治�

五�

年�

末�

）
以
前
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
が
、
自
ら
決
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」。

カ

ラ

ソ

ル

ス

ち
な
み
に
、『
路
加
傳
』
と
同
じ
明
治
八
年
に
は
嘉
魯
日
耳
斯

（C
.C
arrothers

）
閲
・
加
藤
九
郎
訳
の
『
略
解
新
約
聖
書

第
一
冊

馬
太
』
が
刊
行
さ
れ
、
翌
年
に
は
同
『
同

第
二
冊
馬
可
』
が
刊
行

じ

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
時
刻
は
「
新
時
刻
」
で
「
○
時
」
と
表

記
さ
れ
て
い
る
。

（
�
）
渡
瀬
主
一
郎
「
新
約
聖
書
に
於
け
る
時
に
関
す
る
一
考
察
」（『
基

督
教
史
学
』
第
五
輯
一
九
五
四
年
発
行
）
に
、「
ヨ
ハ
ネ
伝
の
み
は

マ
マ

ロ
マ
時
で
、
そ
の
他
の
も
の
は
別
な
も
の
と
の
考
え
に
基
ず
く
も
の

で
あ
る
。
そ
の
上
に
今
一
つ
重
要
な
原
因
は
ヨ
ハ
ネ
伝
の
一
九
ノ
一

四
の
ビ
ラ
ト
ー
が
イ
エ
ス
を
十
字
架
に
つ
け
た
十
二
時
と
、
マ
ル
コ

伝
一
五
ノ
二
五
の
九
時
と
が
つ
ね
時
間
が
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と

が
、
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
に
対
し
て
の
恐
れ
か
ら
字
義
訳
に
し

て
あ
る
と
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
。

（
�
）
一
週
間
七
日
の
曜
日
名
は
、『
和
英
語
林
集
成
』
で
は
初
版
（
慶

応
三
年
〔1867

〕
刊
）
に
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
「M

A
W
A
R
I

廻

a
period

of
seven

days,

（in
taking

m
edicin.

）K
uszri

w
o
h`to

m
aw
arinom

u,ta
take

m
edicine

one
turn

of
seven

days.

」
と
あ

り
、
七
日
を
一
単
位
と
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

二
版
（
明
治
五
年
〔1872

〕）
の
英
和
の
部
に
「Sunday

A
nsoku-

nichi,yasum
i,dontaku,nichiyobi

」
と
あ
る
が
、
こ
のnichiyobi

（
日
曜
日
）
は
安
息
日
・
休
日
の
意
味
で
あ
り
、
三
版
（
明
治
十
九

年
〔1886

〕）
に
至
っ
て
、「G

ETSU
Y
Ō
B
I

ゲ
ツ
ヨ
ウ
ビ

月
曜
日

n..M
onday.

」
以
下
す
べ
て
の
曜
日
の
名
が
現
わ
れ
る
。
ち
な
み
に

古
く
か
ら
具
注
暦
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
七
曜
」
は
陰
陽
五
行
に
七
曜

を
配
し
て
吉
凶
を
占
う
も
の
で
、
天
文
学
に
基
づ
く
西
洋
の
七
曜
暦

で
は
な
い
。

四
六




